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課療医局険保省働労生厚

DPC対象病院におけるデ}タ提出係数の取扱いについて

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調盤係数及び機能評価係

数J (平成22年厚生労働省告示第98号)第4号イにおいて、調整係数及び機能評価係数を定めるため

に必要なデータの提出を遅滞させた病院について、デ}タ提出係数がO.0039の場合にあってはO.0020、

0.0037の場合にあっては0.0018とすることとしているところである。

今自交、以下の病院において、平成23年 8月22日に提出すべき、平成23年 7月分のDPCデータの提

出が遅滞したことから、平成23年10月のデータ提出係数を下記のとおりとするので、その取扱いに遺

漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

記

病 院名 データ提出係数 適用期間

医療法人平成会八戸平和病院 O. 0020 
(青森県八戸市湊高台 2-4-6)

岩手県立大船渡病院 O. 0020 
(岩手県大船渡市大船渡田T宇山馬越10-1) 

岩手県立一戸病院 0.0020 
(岩手県一戸市堀野字大川原毛38-2) 平成23年10月 1日から

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院 0.0020 平成23年10月31日まで

(埼玉県久喜市小右衛門714-6 ) 
平塚市民病院 0.0020 
(神奈川県平塚市南原 1-19-1) 

静岡徳洲会病院 O. 0020 
(静岡県静岡市駿洞区下川原南11-1) 



病院名 デタ提出係数 適用期間

医療法人社団恵心会尽都武田病院 0.0018 

(京都府京都市下京区西七条南衣田町11)

東山武田病院 0.0020 平成23年10月 1日から

(京都府京都市東山区東大路通渋谷下ノレ妙法院前側町 平成23年10月31日まで

447-1) 

社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野f工病院 0.0020 

(大阪府大阪市城東区古市 1-3 -25) 


